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令和６年４月１日版 

道の駅むなかた にぎわい広場 出店等募集のご案内 

出店等を希望される方は以下の条件を確認し、お電話にて受付しております。 

0940-72-1204 担当：三浦・篠原まで 

表 各種条件 

１．募集内容 

公共施設での実施可能なイベント・ＰＲ、物販と致します。 
ただし物販に関しては、別紙道の駅商品と重複しないこと。 
また、試験販売の商品については、売上状況及び既存テナントへの影響を考慮
して出店の継続を判断致します。 

２．募集期間 随時 

３．募集エリア 

１区画×８ヶ所 
場所は多店舗の状況を含めて事務局で判断。 
配置やサイズについては別紙参照。 
※半面（約 1１５㎡）×１箇所については要相談 

４．使用料 
・手数料 

1区画使用料 手数料 

物販事業の場合 

１，０００円 

使用料に加え 

・販売事業の場合 

別途販売合計金額の１０％ 

PR事業の場合 

２，０００円 

・金銭授受がある場合 

１区画使用料の３倍 

 ※電源等を使用する場合は別途協議 
 ※雨天時のキャンセルは前日までの連絡は０円 
 ※自己都合の場合、前日が５０％、当日が１００％のキャンセル料が必要 
※使用料等は予告なしに変更する場合があり、申込み前に必ず事務局へ確認 

５．選定優先 
順位条件 

１．１ヶ月間の中で販売日を多く希望される販売者 
２．前回出店した際の売上金額が高い販売者 
３．同一日、同一金額の場合は宗像市内の販売者を優先 
４．応募者多数の場合には事務局内部での判断を実施 

６．営業時間 
基本は開館日の 10：00～16：00  
（準備は 8：30から、撤去は 17：00まで行って下さい） 

７．申込時に 
  必要な書類 

１．申込書 
２．販売許可証のコピー（物販の場合） 
３．ＰＬ保険証のコピー（物販で飲食等の場合） 

８．注意事項 

１．必要備品類は全て出品者でご準備下さい 
２．区画場所の指定は事務局で決めますので、予めご了承下さい 
３．販売場所へのペット同伴は衛生上禁止致します 
４．内容次第では、保険等の加入を要請する場合があります。 

【お問い合わせ】 

住  所：宗像市江口 1172  

営業時間：9時～17時 TEL：０９４０－７２－１２０４ 

           担  当：三浦・篠原 
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宗像観光おみやげ館「にぎわい広場」出店にかかわる取扱商品について

2018/04/05版

商品・商品群 備考

■出店を禁止する商品及び商品群

生の魚介類、海藻類 活魚のような生もの

野菜、果物 青空市やマルシェなど

花卉・園芸 植木市、年末の〆縄や飾りなども含む

干物類

からあげ群（手羽先も含む）

コロッケ群

道の駅むなかたで販売している和菓子（全く同じ商品） いちご大福やわらび餅など

魚介類の実演販売 （牡蠣・さざえなど）、あなごの蒲焼きなど

パン類 米粉パン工房「姫の穂」

□道の駅むなかた内テナントの売上状況によって販売継続を見合わせる可能性がある商品

◎宗像の恵（アンテナショップ正助ふるさと村）取り扱い商品・・・ソフトクリーム(ジェラートも含む）など

◎おふくろ食堂はまゆう取り扱い商品・・・うどん、カレー、海鮮丼など
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                                      にぎわい広場利用規程（内規） 

 

にぎわい広場利用規程（内規） 

 

令和６年４月１日 制定 

  

（設置目的） 

第１条 株式会社道の駅むなかた（以下「会社」という。）は、道の駅むなかたのにぎわいを創出するとと

もに、隣接する花き工芸館との一体となった良質のくつろぎ空間を提供するため、にぎわい広場（以下

「施設」という。）を設置する。 

（趣旨） 

第２条 この規則は、株式会社道の駅むなかた（以下「会社」という。）にぎわい広場（以下「施設」とい

う。）の利用に関し、必要な事項を規定する。 

（利用の許可申請等） 

第３条 施設を利用しようとする者は、施設利用許可申請書（様式第 1号）を会社に提出し、許可を受けな

ければならない。申請期間は、利用日の 1か月前からとする。ただし、会社及び、株主団体の主催、共催

の場合は、この限りではない。 

２ 会社は、次の各号のいずれかに該当する者については、前項の許可を与えないことができる。 

（１）他人に迷惑をかけ又は危険を及ぼす恐れのある者 

（２）風紀を乱し又は乱す恐れがあると認められる者 

（３）感染症患者 

（４）予定された利用者の数を超えることとなる者 

（５）公益を害し又は害する恐れがあると明白に認められる者 

（７）その他管理運営上支障があると認められる者 

（行為の制限） 

第４条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、会社が管理のために必要がある場合又

は会社の許可を受けた場合は、この限りではない。 

（１）施設を損傷し又は汚損すること 

（２）ごみその他の汚物を捨てること 

（３）都市の形質を変更すること 

（４）樹木等の伐採をすること 

（５）鳥獣魚類を捕獲し又は殺傷すること 

（６）貼紙若しくは貼札をし又は広告物を掲示すること 

（７）焚き火をし又は火気を持込み危険な行為をすること 

（８）措定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ又は止めて置くこと 

（９）行商、募金その他これらに類する行為をすること 

（１０）業として写真又は映画を撮影すること 
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                                      にぎわい広場利用規程（内規） 

 

（利用の禁止等） 

第５条 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を禁止若しくは制限し又は取り消すこ

とができる。 

（１）公衆の利用に危険であると認められるとき 

（２）集団的及び常習的に暴力的な不法行為を行う恐れのある組織の利益になると認められとき 

（３）公の行事、にぎわい広場若しくは道の駅に関する工事その他これらに類する理由が生じたとき 

（４）公序良俗に違反すると認められるとき 

（５）前４号に掲げる場合のほか、にぎわい広場の適正な管理運営を保つ必要があるとき 

（原状回復） 

第６条 許可を受けた者は、その利用が終了したとき又は指定を取り消されたときは、速やかに原状に回復

しなければならない。ただし、会社の承認を得たときは、この限りではない。 

（損害賠償） 

第７条 会社の許可を受けた者が、その責めに帰すべき理由により施設若しくはその付属設備をき損し又

は滅失したときは、これを原状に復し又はその損害を賠償しなければならない。 

（利用料金、物販手数料及び利用区画） 

第８条 施設についての利用料金及び施設内での物販手数料は、別表第１のとおりとする。 

２ 利用する区画は、別表第２のとおりとする。 

（利用料金の返還） 

第９条 既に納入した利用料金は、返還しないものとする。ただし、会社が特に必要と認めるときは、この

限りではない。 

（利用料金の減免） 

第１０条 会社は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、利用料金を減免し又は免除することが

できる。 

（利用時間） 

第１１条 施設の利用時間は、道の駅むなかたの営業日に準じ、原則午前９時から午後５時までとする。た

だし、会社が認めた場合は、この限りではない。 

（委任） 

第１２条 この規程に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（施行期日） 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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                                    にぎわい広場利用規程（内規） 

 

別表第１（第８条関係） 

使用料・手数料 

区分 １区画使用料 手数料 

販売事業の場合 １,０００円 販売料金の１０％ 

PR事業の場合 ２,０００円 
金銭授受がある場合 

１区画使用料の３倍 

・電源等を使用する場合は別途協議 

・キャンセル料 

  雨天時は前日までの連絡があれば０円 

  自己都合の場合、前日が５０％ｍ、当日が１００％ 

 

別表第２（第８条第２項関係） 

 

 
 

 

 

出店① 

3.3m×3.3m 

ｍ 

出店④ 

3.3m×3.3m 

 

出店⑦ 

3.3m×3.3m 

 

出店⑧ 

４m×８m 

 

出店⑥ 

3.5m×2.4m 

 

出店⑤  

6.0m×2.4m 

出店② 

3.3m×2.4m 

出店③ 

５．０m×2.4m 


